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令
：
同
法
五
条
・
二
一
条
、
一
般
か
ら
の
措
置

請
求
：
同
法
三
五
条
一
項
）。

２　

登
録
要
件
と
運
用
見
直
し

⑴　
Ｇ
Ｉ
登
録
要
件

　

Ｇ
Ｉ
登
録
要
件
に
は
、
申
請
者
（
生
産
者
団

体
）
に
係
る
「
主
体
的
要
件
」、
特
定
農
林
水

産
物
等
お
よ
び
Ｇ
Ｉ
自
体
に
係
る
「
客
体
的
要

件
」、
生
産
行
程
管
理
業
務
に
係
る
「
管
理
的

要
件
」
が
あ
り
ま
す
。

　

客
体
的
要
件
は
次
の
七
つ
で
す
（
図
表
２
）。

Ｇ
Ｉ
は
「
生
産
地
」
に
「
由
来
」
し
た
「
特
性
」

が
重
要
で
す
か
ら
、①
特
性
の
確
立
性
（
品
質
、

社
会
的
評
価
そ
の
他
の
確
立
し
た
特
性
が
あ
る

こ
と
。
地
理
的
表
示
法
二
条
二
項
二
号
）、
②

生
産
地
の
特
定
性
（
特
定
の
場
所
、
地
域
ま
た

は
国
を
生
産
地
と
す
る
こ
と
。
同
法
二
条
二
項

一
号
）、
③
生
産
方
法
の
確
立
性
（
生
産
方
法

　

二
〇
二
二
年
一
一
月
一
日
付
で
、
地
理
的
表

示
制
度
の
新
た
な
運
用
が
始
ま
り
ま
し
た
。
法

律
改
正
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
務
上
の
影
響

が
非
常
に
大
き
い
た
め
、
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し

ま
す
。

１　

Ｇ
Ｉ
制
度
と
は

　

地
理
的
表
示
（
以
下
、「
Ｇ
Ｉ
」
と
い
う
）

と
は
、「
生
産
地
」
に
「
由
来
」
し
た
「
特
性
」

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
農
林
水
産
物
等
の
名

称
の
表
示
で
す
（
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称

の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
地
理
的
表

示
法
」
と
す
る
）
二
条
三
項
参
照
）。
言
い
換

え
れ
ば
、
国
が
農
林
水
産
物
等
の
「
品
質
」
を

証
明
す
る
名
称
に
よ
る
表
示
（
ロ
ゴ
や
ラ
ベ
ル

に
よ
る
表
示
で
は
な
い
）
で
す
。

　

よ
く
Ｇ
Ｉ
と
比
較
さ
れ
る
、
商
標
・
地
域
団

体
商
標
は
、
表
示
自
体
に
意
味
は
な
く
（
自
分

の
商
品
と
他
人
の
商
品
を
識
別
す
る
機
能
）、

消
費
者
が
抱
く
信
用
は
商
標
権
者
に
対
し
て
の

も
の
と
な
り
ま
す（
図
表
１
）。登
録
さ
れ
る
と
、

商
標
権
と
い
う
独
占
排
他
権
が
付
与
さ
れ
、
第

三
者
の
不
正
使
用
に
対
し
て
は
商
標
権
者
自
ら

が
対
応
し
ま
す
。

　

一
方
、
Ｇ
Ｉ
は
道
路
標
識
と
同
様
、
表
示
の

意
味
（
農
林
水
産
物
等
の
特
性
・
生
産
地
・
生

産
方
法
・
名
声
な
ど
の
「
品
質
」）
が
認
識
さ
れ
、

消
費
者
が
抱
く
信
用
は
表
示
の
意
味
（
農
林
水

産
物
等
の
品
質
）
ま
た
は
制
度
（
品
質
証
明
・

品
質
管
理
の
枠
組
み
）
に
対
し
て
の
も
の
と
な

り
ま
す
（
そ
れ
ゆ
え
、
品
質
を
担
保
す
る
生
産

行
程
管
理
が
必
須
と
な
る
）。
登
録
さ
れ
て
も
、

独
占
排
他
権
は
付
与
さ
れ
ず
（
そ
の
た
め
、
ラ

イ
セ
ン
ス
や
存
続
期
間
・
保
護
期
間
の
概
念
も

な
い
）、
第
三
者
の
不
正
使
用
に
対
し
て
は
国

が
対
応
し
ま
す
（
農
林
水
産
大
臣
の
措
置
命

が
確
立
し
て
い
る
こ
と
。
同
法
七
条
一
項
六
号

参
照
）、
④
生
産
地
と
特
性
の
不
可
分
性
（
特

性
が
生
産
地
・
生
産
の
方
法
に
主
と
し
て
帰
せ

ら
れ
る
こ
と
。
同
法
二
条
二
項
二
号
）、
⑤
名

称
の
適
切
性
（
当
該
名
称
に
よ
り
前
記
①
②
④

を
特
定
で
き
る
こ
と
。
同
法
二
条
三
項
）、
⑥

伝
統
性
（
特
性
を
有
し
た
状
態
で
の
生
産
期
間

の
合
計
が
概
ね
二
五
年
あ
る
こ
と
。
同
法
二
条

二
項
二
号
参
照
）、
⑦
先
登
録
主
義
（
そ
の
全

部
ま
た
は
一
部
が
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産

物
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
こ
と
、
お
よ

び
同
一
・
類
似
の
商
品
・
役
務
に
係
る
登
録
商

標
と
同
一
・
類
似
の
名
称
で
な
い
こ
と
。
同
法

一
三
条
一
項
三
号
ロ
お
よ
び
同
項
四
号
ロ
）
で

す
。
も
っ
と
も
、
商
標
権
者
自
身
や
専
用
使
用

権
者
に
よ
る
申
請
、
商
標
権
者
の
承
諾
を
得
て

い
る
申
請
は
、
登
録
拒
否
さ
れ
ま
せ
ん
（
同
条

二
項
）。

　

今
回
、
前
記
①
特
性
の
確
立
性
、
②
生
産
地

の
特
定
性
、
⑥
伝
統
性
の
運
用
が
見
直
さ
れ
ま

し
た
。

⑵　
特
性
の
確
立
性

　

従
来
は
、
他
所
の
同
種
の
産
品
と
比
較
し
て

差
別
化
さ
れ
た
特
徴
が
必
要
で
し
た
が
、
運
用

見
直
し
に
よ
り
、「
地
域
に
お
け
る
自
然
的
・

人
文
的
・
社
会
的
な
要
因
や
環
境
に
よ
る
品
質
、

製
法
、評
判
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
等
の
特
性
」（
農

水
省
資
料
）
で
足
り
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
審
査
の
重
点
が
、
他
所
の
同
種
の
産
品

と
の
違
い
か
ら
、
生
産
地
と
特
性
の
不
可
分
性

に
移
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

⑶　
生
産
地
の
特
定
性

　

従
来
は
、
地
域
外
の
工
場
で
生
産
し
て
い
る

場
合
（
例
：
三
輪
素
麵
、
小
田
原
蒲
鉾
、
市
田

柿
）、
飛
び
地
を
含
ん
だ
地
域
全
体
と
し
て
は

生
産
地
と
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
運
用

見
直
し
に
よ
り
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
間
の
つ

な
が
り
に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
地
域
全
体
が
生
産
地
と
な
る
」（
農

水
省
資
料
）
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
技
術
供
与
な
ど
で
広
が
っ
て
い
っ
た
産
品

に
つ
い
て
、
従
来
ど
お
り
の
協
力
関
係
を
維
持

で
き
ま
す
。

　

な
お
、
③
生
産
方
法
の
確
立
性
は
、
す
で
に

現
場
の
声
に
応
え
た

地
理
的
表
示（
Ｇ
Ｉ
）制
度
の
運
用
見
直
し

農
林
水
産
省
が
二
〇
二
二
年
一
一
月
一
日
に
施
行
し
た
「
地
理
的
表
示
保
護
制
度
の
運

用
見
直
し
」
に
つ
い
て
、
知
的
財
産
戦
略
の
視
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
運
用
と
比
較
し

つ
つ
、
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト
と
、
メ
リ
ッ
ト
や
留
意
点
を
整
理
す
る
。

解 説
【図表１】ＧＩと商標の本質的な相違

地理的表示 商標

表示の意義

表示の意味が認識（固有の品質
が証明）される≒品質がわかる。
品質＝特性、生産地、生産方
法、名声

表示自体に意味はない（自他識
別機能）

消費者の信
用の対象

表示の意味（品質）または制度
（品質証明・品質管理の枠組み）
に対する信用。それゆえ、生産
行程管理あり

商標権者に対する信用（出所表
示機能と品質保証機能）。
生産行程管理は不要

ブランド戦
略との関係

ブランド・エクイティという
「中身」に係る制度

ブランドという「器」に係る制
度

表示の選択
事後的に定まる。それゆえ、生
産期間の要件あり

事前に定められる

【図表２】客体的登録要件の相互関係
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大
幅
に
緩
和
さ
れ
て
お
り
、
申
請
書
に
生
産
方

法
を
詳
細
に
記
載
し
な
く
て
も
、
例
え
ば
「
生

産
者
団
体
が
定
め
た
栽
培
指
針
に
基
づ
き
生
産

を
行
う
」
と
の
記
載
で
足
り
ま
す
。

⑷　
伝
統
性

　

生
産
期
間
の
合
計
が
概
ね
二
五
年
あ
る
こ
と

が
原
則
で
す
が
、
運
用
見
直
し
に
よ
り
、「
産

品
の
特
性
の
周
知
の
程
度
や
模
倣
品
発
生
の
可

能
性
の
程
度
等
を
勘
案
し
、
二
五
年
の
期
間
を

短
縮
で
き
る
」（
農
水
省
資
料
）
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

３　

生
産
行
程
管
理
と
運
用
見

直
し

⑴　
Ｇ
Ｉ
制
度
の
枠
組
み

　

生
産
業
者
を
直
接
・
間
接
の
構
成
員
と
す
る

生
産
者
団
体
が
、
農
林
水
産
大
臣
に
Ｇ
Ｉ
登
録

申
請
を
し
ま
す
。
Ｇ
Ｉ
登
録
後
、
生
産
者
団
体

は
「
生
産
行
程
管
理
業
務
」
を
行
い
ま
す
（
地

理
的
表
示
法
二
条
六
項
。
図
表
３
）。
具
体
的

に
は
、
構
成
員
た
る
生
産
業
者
の
生
産
が
明
細

書
に
適
合
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
必

要
な
指
導
・
検
査
等
を
行
い
（
同
法
二
条
六
項

二
号
。
ま
た
三
四
条
一
項
参
照
）、
必
要
に
応

じ
て
明
細
書
の
変
更
登
録
申
請
を
行
い
ま
す

（
同
法
二
条
六
項
一
号
。
ま
た
一
六
条
一
項
）。

　

Ｇ
Ｉ
や
Ｇ
Ｉ
ロ
ゴ
マ
ー
ク
（
図
表
４
）
の
不

正
使
用
者
に
対
し
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
措

置
命
令
で
き
ま
す
（
同
法
五
条
）。
ま
た
、
構

成
員
た
る
生
産
業
者
が
Ｇ
Ｉ
や
Ｇ
Ｉ
ロ
ゴ
マ
ー

ク
を
不
正
に
付
し
た
場
合
等
は
、
農
林
水
産
大

臣
は
生
産
者
団
体
に
対
し
て
措
置
命
令
で
き
ま

す
（
同
法
二
一
条
一
項
一
号
）。

⑵　
実
績
報
告

　

従
来
は
毎
年
、
実
績
報
告
書
の
提
出
が
必
須

で
し
た
。
運
用
見
直
し
に
よ
り
、
実
績
報
告
書

の
提
出
は
廃
止
さ
れ
、「
団
体
は
、
生
産
の
方

法
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
手
順
（
体
制
）

を
定
め
て
周
知
し
、
定
期
に
手
順
（
体
制
）
を

検
証
す
る
」（
農
水
省
資
料
）
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
必
要
な
手
順
・
体
制
の
例
と
し
て
は
、

年
一
回
総
会
で
説
明
す
る
な
ど
で
す
。

　

な
お
、
新
た
な
運
用
の
適
用
を
受
け
る
た
め

に
は
、
生
産
行
程
管
理
業
務
規
程
の
変
更
お
よ

び
予
告
届
出
（
地
理
的
表
示
法
一
八
条
）
が
必

要
で
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
Ｅ
Ｕ
な
ど
は
、
生
産
基
準
の
遵
守
に

つ
い
て
、
第
三
者
機
関
に
よ
る
厳
格
な
監
視
・

監
督
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
あ
ま
り
緩

い
手
順
・
体
制
を
定
め
る
と
、
こ
れ
ら
の
国
に

輸
出
す
る
場
合
、
当
該
国
の
Ｇ
Ｉ
登
録
産
品
と

同
列
に
評
価
さ
れ
る
か
懸
念
さ
れ
ま
す
。

⑶　
分
断
名
称
の
使
用

　

従
来
は
、
Ｇ
Ｉ
の
品
質
基
準
を
満
た
し
た
真

正
品
で
あ
っ
て
も
、
登
録
名
称
を
分
断
す
る
名

称（
例
：
三
輪
素
麺
に
お
け
る
三
輪
手
延
素
麺
）

は
Ｇ
Ｉ
と
は
認
め
ら
れ

ず
、
指
導
の
対
象
で
し

た
。
分
断
名
称
も
Ｇ
Ｉ

と
し
て
使
用
し
た
け
れ

ば
、
Ｇ
Ｉ
登
録
す
る
必

要
が
あ
り
ま
し
た
（
例
：
伊
吹
そ
ば
に
お
け
る

伊
吹
在
来
そ
ば
）。
運
用
見
直
し
に
よ
り
、「
名

称
と
し
て
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
分
断

名
称
も
Ｇ
Ｉ
名
称
と
し
て
認
め
る
」（
農
水
省

資
料
）
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

⑷　
加
工
品
へ
の
Ｇ
Ｉ
ロ
ゴ
の
使
用

　

従
来
は
、
Ｇ
Ｉ
登
録
産
品
を
使
用
し
た
加
工

品
に
Ｇ
Ｉ
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
付
す
こ
と
に
抑
制
的

で
、
不
正
使
用
と
さ
れ
れ
ば
指
導
の
対
象
で
し

た
。
運
用
見
直
し
に
よ
り
、「
Ｇ
Ｉ
産
品
の
加

工
品
で
あ
っ
て
も
、
加
工
品
が
Ｇ
Ｉ
登
録
さ
れ

た
も
の
と
誤
認
を
招
か
な
い
表
示
は
使
用
で
き

る
よ
う
ル
ー
ル
を
明
確
化
」（
農
水
省
資
料
）
し
、

「
Ｇ
Ｉ
マ
ー
ク
の
活
用
促
進
に
向
け
た
使
用
方

法
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
Ｇ
Ｉ
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を

付
す
べ
き
位
置
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

４　

Ｇ
Ｉ
登
録
産
品
の
売
上
向

上
と
運
用
見
直
し

　

多
く
の
生
産
者
団
体
は
、
Ｇ
Ｉ
登
録
に
図
表

５
の
よ
う
な
効
果
を
期
待
し
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
筆
者
の
調
査
で
は
、
実
際
に
は

半
数
以
上
の
産
品
で
、
こ
の
よ
う
な
効
果
を
享

受
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
で
Ｇ
Ｉ
制
度
が
盛
り
上
が
ら
な
い
要
因

と
し
て
、
制
度
の
認
知
不
足
が
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
く
、
前

述
１
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ｉ
制
度
で
は
、
Ｇ
Ｉ
か
ら

表
示
の
意
味
、
す
な
わ
ち
農
林
水
産
物
等
の
品

質
（
特
性
・
生
産
地
・
生
産
方
法
・
名
声
な
ど
）

が
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
こ
れ
ま
で

の
登
録
例
は
、
Ｇ
Ｉ
登
録
さ
れ
る
こ
と
自
体
を

重
視
し
て
い
た
結
果
、
特
性
の
記
載
や
、
特
性

と
生
産
地
・
生
産
方
法
と
の
不
可
分
性
の
記
載

が
薄
い
（
ま
た
は
、
客
観
的
根
拠
を
示
せ
な
か

っ
た
た
め
に
、
当
該
内
容
を
審
査
で
削
除
補
正

し
た
）も
の
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
れ
で
は
Ｇ
Ｉ
登
録
し
て
も
、「
ブ
ラ
ン
ド
・

エ
ク
イ
テ
ィ
（
資
産
的
価
値
）」
の
素
が
少
な

い
た
め
に
、
産
品
の
売
上
向
上
に
は
つ
な
が
り

に
く
い
の
で
す
。産
品
の
売
上
向
上
が
微
妙（
海

外
の
偽
物
排
除
も
未
知
数
）
な
の
で
、
そ
の
後

に
続
く
効
果
に
つ
な
が
ら
な
い
の
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
異
業
種
へ
の
波
及
効
果
や
他
産
品
と

の
相
乗
効
果
に
よ
る
「
ア
ウ
ト
カ
ム
（
社
会
的

便
益
）」
の
獲
得
と
い
う
視
点
も
外
せ
ま
せ
ん

（
こ
れ
ら
の
具
体
的
取
組
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
果
実
に
係
る
地
理
的
表
示
と
産
地
結
集
―
ブ

ラ
ン
ド
・
エ
ク
イ
テ
ィ
と
ア
ウ
ト
カ
ム
獲
得
の

た
め
の
事
業
モ
デ
ル
―
」
果
実
日
本
第
七
七
巻

二
〇
二
二
年
一
一
月
号
四
〇
頁
参
照
）。

　

今
回
の
運
用
見
直
し
で
は
「
輸
出
拡
大
や
所

得
・
地
域
の
活
力
向
上
」
が
掲
げ
ら
れ
、「
Ｇ
Ｉ

マ
ー
ク
も
効
果
的
に
活
用
し
、外
食
、食
品
、観

光（
Ｇ
Ｉ
ツ
ー
リ
ズ
ム
）等
の
他
業
種
と
の
コ
ラ

ボ
商
品
・
コ
ラ
ボ
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
・
提
供
を

推
進
」（
農
水
省
資
料
）と
あ
り
ま
す
が
、具
体
的

に
何
か
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ア
ウ
ト
カ
ム
の
獲

得
に
非
常
に
有
効
で
す
。
し
か
し
、
有
名
な
店

や
企
業
と
期
間
限
定
で
コ
ラ
ボ
で
き
た
と
い
う

だ
け
で
満
足
し
て
し
ま
っ
た
り
、
そ
れ
に
よ
る

僅
か
な
収
益
増
加
を
６
次
産
業
化
だ
と
か
農
山

漁
村
発
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
評
価
し
て
し
ま
っ

た
り
、
既
存
事
業
の
枠
組
み
に
Ｇ
Ｉ
産
品
を
は

め
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
ご
留
意

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

近
時
、「
関
係
人
口
」が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

関
係
人
口
と
は
、
観
光
（
交
流
人
口
）
以
上
、

移
住
（
定
住
人
口
）
未
満
の
、
第
三
の
人
口
の

こ
と
で
あ
り
、
一
八
〇
〇
万
人
を
超
え
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、

「
東
京
都
民
だ
け
ど
、
心
は
伊
達
市
民
（
福
島

県
）」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
Ｇ
Ｉ
登
録

産
品
は
、
生
産
地
と
の
結
び
つ
き
が
太
い
ゆ
え

に
、
一
般
的
な
農
産
物
よ
り
も
関
係
人
口
に
ア

プ
ロ
ー
チ
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

（
あ
さ
の　

た
か
し
）

【図表３】地理的表示制度の主体

【図表 4】ＧＩロゴ
マーク

【図表５】ＧＩ登録に期待されていた効果と現状

25 解説　現場の声に応えた地理的表示（ＧＩ）制度の運用見直し'23/7月号_No.638 24解説　現場の声に応えた地理的表示（ＧＩ）制度の運用見直し '23/7月号_No.638


